
 第 2 回 議会運営委員会 議案  
 

                    日 時  平成２８年２月２３日（火） 

                         午前８時３０分～午前９時８分 

                    場 所  ３階各種委員会室 

 

（委員）池下・前中・加藤・勝又   ◎議 長  ◎副議長 

（町） 副町長・総務課長 

 

１．第１回定例会の運営について 

（１）提出予定議案 

① 町長提出（人事１件、条例１５件、計画の策定１件、補正予算６件、平成２８年度予

算７件 計３０件）           副町長説明 

●同意第 １号  清里町監査委員の選任について 

●議案第 １号  きよさと情報交流施設条例の制定 

●議案第 ２号  清里町課設置条例の制定 

●議案第 ３号  町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

●議案第 ４号  清里町長等の給与等に関する条例の一部を改正する条例 

●議案第 ５号  清里町議会議員の議員報酬及び費用弁償支給条例の一部を改正する条例 

●議案第 ６号  清里町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例 

●議案第 ７号  清里町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 

●議案第 ８号  清里町基金条例の一部を改正する条例 

●議案第 ９号  清里町公園条例の一部を改正する条例 

●議案第１０号  清里町税条例の一部を改正する条例 

●議案第１１号  清里町町税等の優良納付者の権利と義務に関する措置条例の一部を改正 

する条例 

●議案第１２号   清里町介護保険条例の一部を改正する条例 

●議案第１３号  清里町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例 

●議案第１４号  清里町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並び

に指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支

援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 

●議案第１５号  行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例 

●議案第１６号  清里町過疎地域自立促進市町村計画の策定について 

●議案第１７号  平成２７年度清里町一般会計補正予算（第５号） 

●議案第１８号  平成２７年度清里町介護保険事業特別会計補正予算（第３号） 

●議案第１９号  平成２７年度清里町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号） 

●議案第２０号  平成２７年度清里町簡易水道事業特別会計補正予算（第２号） 

●議案第２１号  平成２７年度清里町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号） 

●議案第２２号  平成２７年度清里町焼酎事業特別会計補正予算（第４号） 



●議案第２３号  平成２８年度清里町一般会計予算 

●議案第２４号  平成２８年度清里町介護保険事業特別会計予算 

●議案第２５号  平成２８年度清里町国民健康保険事業特別会計予算 

●議案第２６号  平成２８年度清里町後期高齢者医療特別会計予算 

●議案第２７号  平成２８年度清里町簡易水道事業特別会計予算 

●議案第２８号  平成２８年度清里町農業集落排水事業特別会計予算 

●議案第２９号  平成２８年度清里町焼酎事業特別会計予算 

 

② 議会提出（会議案 1件、意見書１件  計２件） 

●会議案第１号  清里町議会会議規則の一部を改正する規則 

●意見案第１号  給付型奨学金制度の導入・拡充と教育費負担の軽減を求める意見書について 

 

③ 一般質問      人    項目 （※３月２日（水）締切） 

３月３日締切に変更 

 

（２）会期について 

  ○会  期（案）   ３月８日（火）～１６日（水）  ９日間 

  ○会期日程表（案） ・・・・・・・ 1P～3P 

  ○議会開催チラシ  ３月４日（金）  新聞折込み予定 

 

（３）予算審議について ・・・・・・・ 4P～8P 

  ○日 程（案）   ３月１４日（月）～１６日（水） 

  ○進め方（案）   「予算審議次第」及び「予算審議目次」のとおり 

 

３．清里町議会会議規則の一部を改正する規則について・・ 9P～12P 

  委員長説明どおり 

 

 

４．意見書の取り扱いについて ・・・・・・・・・・・・・・   13P～14P 

  ■総務文教常任委員会所管（１件） 

○給付型奨学金制度の導入・拡充と教育費負担の軽減を求める意見書（案） 

【提出依頼者】清里地区連合 会長 藤原啓介 

  事務局説明どおり 

５．清里町農業振興に係る要請書の取扱について・・・・・・   15P 

  議長扱いとする 

 

６．次回委員会の開催について 

  ・期 日  ３月８日（火） 午前８時３０分   午前８時４５分からに変更 

  ・場 所  ３階各種委員会室 

 

７．その他 


